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答

弁

第

一

号 
   

衆
議
院
議
員
平
田
米
男
君
提
出
国
立
大
学
・
大
学
院
の
研
究
環
境
及
び
教
授
等
の
待
遇
に
関
す
る
質
問
に
対 

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
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衆
質
一
二
三
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平
成
四
年
二
月
四
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議
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内 

義 

雄 
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内
閣
総
理
大
臣 

宮 

澤 

喜 

一 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
平
田
米
男
君
提
出
国
立
大
学
・
大
学
院
の
研
究
環
境
及
び
教
授
等
の
待
遇
に
関
す
る 

質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

基
礎
研
究
は
、
幅
広
い
知
的
創
造
の
活
動
で
あ
り
、
そ
の
成
果
は
、
人
類
の
知
的
共
有
財
産
と
し
て
、
我
が

国
の
み
な
ら
ず
、
人
類
・
社
会
の
発
展
の
重
要
な
基
盤
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
推
進
に
と
っ
て 

は
、
中
心
的
な
役
割
を
担
う
国
立
大
学
・
大
学
院
の
研
究
基
盤
の
充
実
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

国
立
大
学
・
大
学
院
の
施
設
は
、
老
朽
化
、
狭
隘あ

い

化
が
進
ん
で
き
て
お
り
、
教
育
研
究
環
境
の
改
善
は
、
重

要
な
課
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。 

こ
の
た
め
、
財
政
事
情
の
厳
し
い
中
で
は
あ
る
が
、
老
朽
化
、
狭
隘あ

い

化
の
解
消
を
目
的
と
し
て
、
新
た
に
平 



四
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

国
立
大
学
・
大
学
院
に
お
け
る
教
育
研
究
の
一
層
の
発
展
の
た
め
、
教
育
研
究
経
費
の
充
実
と
よ
り
適
切
な

運
用
は
、
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。 

こ
の
た
め
、
財
政
事
情
の
厳
し
い
中
で
は
あ
る
が
、
平
成
四
年
度
予
算
案
に
お
い
て
は
、
新
た
に
、
大
学
院

を
中
心
と
す
る
教
育
研
究
の
高
度
化
を
重
点
的
に
推
進
す
る
た
め
の
高
度
化
推
進
特
別
経
費
を
措
置
す
る
ほ 

か
、
校
費
の
単
価
改
訂
、
研
究
設
備
費
の
増
額
等
の
措
置
を
予
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

成
四
年
度
か
ら
特
別
施
設
整
備
事
業
の
実
施
を
予
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

国
立
大
学
・
大
学
院
の
教
員
の
給
与
改
善
に
つ
い
て
は
、
職
務
の
専
門
性
に
見
合
う
処
遇
の
確
保
が
図
ら
れ

る
よ
う
、
こ
れ
ま
で
も
逐
次
改
善
策
を
講
じ
て
い
る
が
、
平
成
三
年
八
月
の
人
事
院
勧
告
に
基
づ
く
一
般
職
の

職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
二
号
）
に
よ
り
、
助
教
授
を
中 

四 

 



五
に
つ
い
て 

六
に
つ
い
て 

学
術
関
係
予
算
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
努
力
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
そ
の
充
実
に
努
め

て
ま
い
り
た
い
。
な
お
、
学
術
関
係
予
算
を
概
算
要
求
基
準
の
シ
ー
リ
ン
グ
の
別
枠
と
す
る
こ
と
は
、
困
難
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

心
と
す
る
中
堅
層
に
重
点
を
置
い
た
俸
給
月
額
の
特
別
改
善
や
、
大
学
院
に
お
け
る
教
育
、
研
究
指
導
の
負
担

の
特
に
大
き
い
教
官
等
に
つ
い
て
の
俸
給
の
調
整
額
の
新
規
適
用
又
は
調
整
数
の
引
上
げ
を
行
う
等
の
特
別
改

善
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

財
政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
事
業
費
の
範
囲
は
、
予
算
総

則
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、
国
立
学
校
の
施
設
費
に
係
る
一
般
会
計
か
ら
国
立
学
校
特
別
会
計
へ
の
繰
入
れ
に
つ

い
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
公
共
事
業
費
と
な
っ
て
い
る
。 

五 

 



 

六 
七
に
つ
い
て 

各
大
学
・
大
学
院
の
教
育
研
究
を
支
援
す
る
た
め
の
民
法
法
人
に
つ
い
て
は
、
制
度
上
設
立
の
道
が
開
か
れ

て
い
る
。
国
立
大
学
関
係
で
は
、
現
在
、
五
十
八
の
法
人
が
設
立
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
法
人
に
対
し
て 

は
、
民
間
企
業
や
地
方
公
共
団
体
等
か
ら
寄
附
等
の
出
え
ん
が
行
わ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ

れ
ら
の
法
人
に
は
、
特
定
公
益
増
進
法
人
に
な
る
道
が
開
か
れ
て
お
り
、
こ
の
場
合
に
は
、
当
該
法
人
に
対
す

る
寄
附
金
に
関
し
、
税
制
上
の
優
遇
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 




